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Ｑ　

障
害
者
が
入
院
し
た
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
、

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
支
援
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

聞
い
た
の
で
す
が
、
ど
ん
な
制
度
か
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

こんなとき
どうするの　

朗
報
で
す
！　

今
年
度
の
４
月
か
ら
、

入
院
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

た
め
の
支
援
員
の
派
遣
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
ま
で
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

取
れ
な
い
」、「
食
事
の
時
、
慣
れ
た
人
で

な
い
と
口
を
開
い
て
く
れ
な
い
」
な
ど
の

理
由
で
、「
家
族
が
一
緒
に
付
い
て
い
て

下
さ
い
」
と
病
院
か
ら
言
わ
れ
た
り
、
点

滴
な
ど
を
外
し
て
し
ま
う
の
で
家
族
が
つ

い
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
た
り
し
た
方
も

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
条
件
は
あ
り
ま

す
が
、こ
れ
か
ら
は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
、
支
援
員

の
派
遣
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

ど
ん
な
制
度
で
す
か
︒

　

普
段
は
ヘ
ル
パ
ー
等
を
利
用
し
て
生
活

し
て
い
る
方
も
、
今
ま
で
、
入
院
中
は

「
完
全
看
護
」
と
い
う
こ
と
で
、ヘ
ル
パ
ー

派
遣
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
今
回
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
77
条

「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
と
し
て
、
川
崎

市
は
、
入
院
時
に
意
思
疎
通
を
図
る
た
め

の
支
援
員
の
派
遣
を
公
費
で
認
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。

川
崎
市
重
度
障
害
者
等
入
院
時
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
崎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

■
こ
の
事
業
を
利
用
で
き
る
方
は

　

川
崎
市
内
在
住
の
障
害
者
及
び
学
齢
児

（
小
学
生
）
以
上
の
障
害
児
で
、
次
の
①

～
④
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
方

①
身
体
障
害
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
障

害
（
難
病
）、
又
は
知
的
障
害
、
又
は
精

神
障
害
の
あ
る
方

②
意
思
疎
通
を
円
滑
に
図
る
こ
と
が
難
し

い
方
（
※
申
請
時
に
、
別
途
定
め
た
要
件

に
該
当
す
る
か
確
認
し
ま
す
。）

③
入
院
前
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を

利
用
し
て
い
る
方

④
入
院
先
の
病
院
の
承
諾
を
得
ら
れ
る
方

■
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
員
は
何
を

す
る
の
で
す
か

　

利
用
者
と
病
院
ス
タ
ッ
フ
の
意
思
疎
通

を
図
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
伴
う
必
要
な
見

守
り
で
、
診
療
報
酬
の
対
象
と
な
ら
な
い

範
囲
で
の
支
援
と
し
ま
す
（
病
院
か
ら
家

族
へ
の
病
状
伝
達
行
為
、
治
療
法
及
び
手

術
等
診
療
方
針
の
同
意
は
で
き
ま
せ
ん
）。

■
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
員
に
な
れ

る
人
は

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
所
属

し
、
入
院
前
か
ら
日
常
的
に
御
本
人
の
支

援
に
関
わ
っ
て
い
る
ヘ
ル
パ
ー
、
入
所
・

通
所
先
の
職
員
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
職

員
等
で
あ
っ
て
、
御
本
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
図
れ
る
（
独
特
の

伝
達
方
法
の
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
理
解

で
き
る
）
方

被災地支援センターくまもと開設
　このたびの熊本地震により被災を受けた障害者の救援を目的に、熊本県身体障害者福祉団体連合会をはじめとする県
下の障害者団体・福祉団体により『被災地障害者センターくまもと・ＪＤＦ熊本支援センター』を開設しました。 
　当センターくまもとは、阪神淡路大震災における障害者支援の中で生まれた『ＮＰＯ法人ゆめ風基金』などの支援を
受けて立ち上げるとともに、様々な全国レベルの障害者団体で構成される『日本障害フォーラム（ＪＤＦ）』の現地本
部として様々な救援活動を展開する所存です。 
　具体的には、地元団体をベースに、全国から派遣される障害者支援に携わっている専門的支援者により、安否確認、
被災によるニーズの確認、相談受け付け、必要な個別の支援など、支援範囲や種類を限定せず、必要なことには最大限
対応しようと思っています。 
　つきましては、当センターを周知していただくとともに、被災障害者に関する情報があればご提供いただければ幸い
です。 

被災地障害者センターくまもと・ＪＤＦ熊本支援センター 
　　　　　　共同代表　松永 　朗（熊本障害フォーラム代表）共同代表　倉田哲也（くまもと障害者労働センター）  

【支援金振込先】 
口座名：被災地障害者センターくまもと 
銀　行：九州労働金庫　熊本支店 
口座番号 ：普通　６３９６７７９ 
被災地障害者センターくまもと・ＪＤＦ熊本支援センター 
〒 861-8037　熊本市東区長嶺西２－６－１１ 電話 096-234-7728（受付時間＝ 9:00 ～ 18:00） 
　　　　＊緊急の場合は、事務局が不在でない限り受付。 
ＦＡＸ　096-234-7729（受付時間＝２４時間） 　email: hisaitikumamoto@gmail.com 
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７ ２

■
利
用
で
き
る
時
間
数
は

　

１
回
の
入
院
に
つ
き
１
５
０
時
間
ま
で

で
す
（
実
際
に
支
援
を
行
っ
た
時
間
の
み

が
対
象
。）。

■
利
用
者
負
担
額
は
あ
り
ま
す
か

　

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
市
外
の
病
院

に
支
援
員
を
派
遣
す
る
場
合
は
支
援
員
の

交
通
費
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

■
相
談
の
窓
口
は

　

各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

障
害
者
（
18
歳
以
上
）
：
高
齢
・
障
害

課
障
害
者
支
援
係

　

障
害
児
（
18
歳
未
満
）
：
地
域
み
ま
も

り
支
援
セ
ン
タ
ー
地
域
支
援
担
当
（
課
）

地
域
サ
ポ
ー
ト
担
当
（
係
）

　

大
師
・
田
島
地
区
健
康
福
祉
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

　

障
害
者
（
18
歳
以
上
）
：
高
齢
・
障
害

担
当
（
課
）
高
齢
・
障
害
担
当
（
係
）

障
害
児
（
18
歳
未
満
）
：
地
域
支
援
・
児

童
家
庭
担
当
（
課
）
地
区
支
援
担
当
（
係
）

■
利
用
方
法
は

　

各
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。

■
こ
の
事
業
を
利
用
し
た
い
と
思
っ
た
ら
︑

﹇
入
院
前
に
事
前
登
録
申
請
が
必
要
で
す
﹈

※
た
だ
し
緊
急
入
院
の
場
合
は
、
例
外
的

に
入
院
後
の
登
録
申
請
も
可
能

①
普
段
利
用
し
て
い
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
に
、「
承
諾
書
兼
委
任
状
（
第

２
号
様
式
）」
を
提
示
し
、
入
院
時
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
員
を
派
遣
す
る

事
業
者
と
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
依
頼
す

る
と
と
も
に
、
派
遣
費
用
の
請
求
・
受
領

を
事
業
者
に
委
任
し
、
承
諾
（
受
任
）
が

得
ら
れ
た
ら
同
様
式
に
署
名
・
押
印
を
も

ら
う
。

②
「
登
録
（
変
更
）
申
請
書
（
第
１
号
様

式
）」
と
、
①
で
署
名
・
押
印
済
み
の
「
承

諾
書
兼
委
任
状
（
第
２
号
様
式
）」
を
区

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
地
区
健
康
福
祉
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
）
に
提
出

﹇
入
院
が
決
ま
っ
た
ら
﹈

③
病
院
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
員

が
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
病
院
の
承
諾
を

依
頼
し
、
承
諾
が
得
ら
れ
た
ら
「
利
用
開

始
（
変
更
）
届
（
第
６
号
様
式
）」
に
病

院
の
署
名
・
押
印
を
も
ら
う
。

④
事
業
者
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

員
の
派
遣
を
依
頼

⑤「
利
用
開
始（
変
更
）届（
第
６
号
様
式
）」

を
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
地
区
健
康
福

祉
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
に
提
出

﹇
退
院
し
た
時
﹈

⑥
「
利
用
終
了
届
（
第
８
号
様
式
）」
を

区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
地
区
健
康
福
祉

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
に
提
出

　
当
事
者
家
族
の
方
か
ら
の

　
ご
質
問
に
答
え
て

Ｑ
．
子
供
が
入
院
し
た
ら
、
言
葉
が
話
せ

な
い
し
、
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
も
押
せ
な
い
か

ら
、
い
つ
も
付
き
添
う
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
こ
と
を
一
番
わ
か
っ
て
い

る
の
は
、通
所
先
の
支
援
員
さ
ん
で
す
が
、

お
願
い
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。

Ａ
．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

は
、
ヘ
ル
パ
ー
事
業
所
だ
け
で
な
く
、
当

事
者
が
日
常
的
利
用
さ
れ
て
い
る
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
所
で
あ
れ
ば
、
特

別
な
資
格
は
な
く
て
も
、
だ
れ
で
も
支
援

員
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
者
の

方
が
入
院
さ
れ
た
時
、
ご
本
人
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
の
は
、
身
近
に

い
つ
も
察
し
て
い
る
支
援
員
だ
と
思
い
ま

す
。
登
録
を
さ
れ
る
時
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
員
の
派
遣
事
業
者
」
と

し
て
、
入
院
時
の
派
遣
を
し
て
も
ら
う
よ

う
お
願
い
さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

事
業
所
は1

か
所
だ
け
で
な
く
、
い
く

つ
も
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

川
崎
市
は
、
支
援
員
を
派
遣
す
る
事
業

者
向
け
の
お
知
ら
せ
も
、
作
成
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
も
一
緒
に
見
せ
な
が
ら
、
お
願

い
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
．
事
前
に
事
業
所
の
方
に
、
し
て
も
ら

う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
．
派
遣
の
承
諾
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う

で
し
た
ら
、
承
諾
書
兼
委
任
状
（
川
崎
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
）
に
、
署
名
・
押
印
を
し
、
登
録
申

請
書
と
一
緒
に
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等

に
提
出
し
ま
す
。

Ｑ
．事
業
所
に
支
払
わ
れ
る
派
遣
費
用
は
、

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

Ａ
．
単
価
は
、
30
分
当
た
り
６
０
０
円
で

す
。

　

こ
れ
に
、
派
遣
手
数
料
が
１
日
に
つ
き

２
０
０
０
円
（
市
内
交
通
費
を
含
む
）
が
、

代
理
受
領
と
し
て
、
川
崎
市
か
ら
事
業
者

に
支
払
わ
れ
ま
す
。

Ｑ
．
１
日
当
た
り
の
派
遣
回
数
・
支
援
時

間
の
制
限
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
．派
遣
回
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

１
日
に
複
数
回
派
遣
し
て
も
、
派
遣
手
数

料
は
１
日
分
と
な
り
ま
す
。支
援
時
間
は
、

１
回
の
入
院
に
つ
き
１
５
０
時
間
で
、
１

日
概
ね
５
時
間
で
井
戸
を
想
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
状
況
に
よ
る
の
で
、
制
限
時
間

は
な
い
よ
う
で
す
。　

Ｑ
．
う
ち
の
子
は
入
所
し
て
い
る
の
で
す

が
、
入
院
す
る
と
、
不
安
で
騒
ぎ
ま
す
。

気
持
ち
を
変
え
る
た
め
に
、
好
き
な
テ
レ

ビ
を
つ
け
た
り
や
音
楽
を
か
け
た
り
し
て

も
ら
え
る
と
い
い
の
で
す
が
、
家
族
が
行

か
な
い
と
そ
れ
も
で
き
ま
せ
ん
。
入
所
し

て
い
て
も
、
利
用
で
き
る
と
あ
り
が
た
い

の
で
す
が
。

Ａ
．
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
括
り
で
す
の
で
、
入
所
施
設

の
利
用
者
も
含
ま
れ
ま
す
。

Ｑ
．
う
ち
の
子
は
、
相
談
支
援
員
さ
ん
と

の
か
か
わ
り
が
強
く
、
病
気
の
説
明
な
ど

は
、
相
談
員
さ
ん
に
し
て
も
ら
え
る
と
あ

り
が
た
い
で
す
。
相
談
員
さ
ん
に
お
願
い

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
か
。

Ａ
．
は
い
。
指
定
一
般
相
談
や
指
定
特
定

の
相
談
支
援
事
業
者
も
、
該
当
し
ま
す
。

Ｑ
．
実
際
に
は
ど
ん
な
支
援
を
し
て
も
ら

う
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
．以
下
の
支
援
項
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
、
入
院
時
の
説
明
、
聞
き
取
り
の
際
の

意
思
疎
通
支
援

２
、
病
院
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
治
療
計
画
・

入
院
計
画
の
説
明
の
際
の
意
思
疎
通
支
援

３
、
診
察
・
処
置
・
検
査
・
療
養
の
説
明
、

実
施
の
際
の
意
思
疎
通
支
援

４
、
手
術
前
後
の
説
明
、
処
置
の
際
の
意

思
疎
通
支
援

５
、
リ
ハ
ビ
リ
の
説
明
、
実
施
の
際
の
意

思
疎
通
支
援

６
、
退
院
後
の
治
療
・
療
養
の
説
明
の
際

の
意
思
疎
通
支
援

７
、
医
療
費
制
度
・
保
健
福
祉
制
度
の
相

談
・
説
明
の
際
の
意
思
疎
通
支
援

８
、１
～
７
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支

援
前
後
の
準
備
、
不
安
・
緊
張
へ
の
対
処

９
、
そ
の
他
の
意
思
疎
通
支
援
（
具
体
的

に
記
載
）

　

ま
だ
、始
ま
っ
た
ば
か
り
の
事
業
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
や
家
族
に
と
っ
て
、

本
当
に
必
要
な
支
援
と
な
る
の
か
、
実
際

に
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
支
援
事
業
者
と
一

緒
に
、
よ
り
良
い
制
度
に
な
る
よ
う
検
討

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

療育ねっとわーくのニュースについて
　このニュースは、2 枚構成です。1・2・７・8 ページは、
障害福祉制度の情報やイベントなどのお知らせを掲載し、特
別支援校や障害者関係施設へ広く配布しています。
　中に３・４・５・６ページは、会員向けのパージになって
いて、療育ねっとわーく川崎の活動当を掲載しています。（こ
のページは黄色い紙を使用）
　ニュースの作成は、会員さんの会費で賄っています。
　【療育ねっとわーく川崎の会費】

　　正会員・・2500 円　総会に参加できます。
　　利用会員・2000 円　療育ねっとわーくのサービスを　
　　　　　　　　　　　　利用される方　
　　賛助会員・一口 1000 円　ニュースをお送りします。


